様式第２号（第６条関係）

松伏町図書室雑誌スポンサー決定（却下）通知書

第　　　　　　　　　号
　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様


松伏町教育委員会教育長　　　

[bookmark: _GoBack]　　　年　　月　　日付けで申込のあった松伏町図書室の雑誌への広告の提出について、次のとおり決定したので、通知します。


記

１　広告を提出する雑誌及び受入れ図書室


２　広告の提出期間（広告を掲出する雑誌の納入期間）


３　却下の場合の理由


（注意事項）
１　雑誌の所有権は、町に属するものとし、雑誌の配架の位置、保存期間、廃棄その他提供された雑誌の取扱いについて、図書室が決定します。

２　提供する雑誌が廃刊となる場合、その他雑誌の提供が提供できなくなると見込まれる場合は、あらかじめ教育長と協議してください。

３　掲出する広告物を変更する場合は、新たに掲出する広告物について、申請してください。
